
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
に
お
け
る

訴
願
審
査
官
の
。
フ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
イ

安

英

樹

成

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
官
僚
制
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
大
き
き
と
、

そ
の
官
僚
集
団
と
し
て
の
特
殊
性
に
お
い
て
、
訴
願
審
査
官

白
色
片
足
門
凶
2
5
A
C
9
2
の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
旧
来
の
官
職
売
買
制
度
の
も
と
で
そ
の
官
職
を
購
入
し
た
官
職
保
有
者

。B
S円
で
あ
り
な
が
(
民
、
王
権
に
密
接
に
寄
り
添
い
、
王
国
政
府
の
有
能
な
実
務
官
僚
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
は
地
方
長
官

E
B
E

【
古
巳
門
目
立
ロ
淳
一
n
p
℃
。
ロ
の
ゆ
え
出

S
R
g
や
国
務
評
定
官

ggo---R
門
可
思
巳
と
い
っ
た
王
国
統
治
の
た
め
の
主
要
な
行
政
官
僚
を
輩
出
す
る

母
体
と
な
っ
て
い
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
彼
ら
の
経
歴
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
、
官
僚
集
団
と
し
て
の
彼
ら
の
特
質
と
そ
の
諸
様
相

を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

訴
願
審
査
官
は
、
後
述
の
と
お
り
当
時
の
官
僚
制
度
の
な
か
で
枢
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
自
体
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し

た
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。
訴
願
審
査
官
が
研
究
史
上
で
言
及
さ
れ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
彼
ら
が
地
方
長
官
の
選
任
母
体
で
あ
っ
た
か
ら
で
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あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
中
央
集
権
化
の
担
い
手
と
し
て
地
方
長
官
制
に
高
い
評
価
を
与
え
て
以
来
、

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム

期
の
集
権
化
の
是
非
を
論
ず
る
際
に
、

た
え
ず
そ
の
焦
点
と
な
っ
て
き
た
の
は
地
方
長
官
制
と
い
う
統
治
装
置
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、

そ
し
て
、
彼
ら
地
方
長
官
の
出
身
母
体
と
し
て
の
み
訴
願
審
査
官
と
い
う
官
僚
集
団
に
脚
光
が
当
て
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
長
官
に
つ
い
て
は
膨
大
な
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
訴
願
審
査
官
自
体
に
焦
点
を
す
え
た
研
究

は
、
一
六
世
紀
末
ヴ
ァ
ロ
ワ
朝
後
期
の
訴
願
審
査
官
に
つ
い
て
分
析
し
た
エ
シ
ェ
シ
ュ
リ
の
研
究
明
、
一
八
世
紀
末
ル
イ
一
六
世
期
の
訴
願
審

査
官
に
つ
い
て
論
じ
た
ニ
コ
ラ
の
研
究
な
ど
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
じ
。
む
し
ろ
、
国
王
諮
問
会
議
を
初
め
と
す
る
当
時
の
国
制
全
般
に
関
し
て

ム
l
ニ
エ
の
研
究
や
、
地
方
長
官
の
経
歴
分
析
を
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
手
法
を
用
い
て
行
っ
た
グ
ル

l
ダ

詳
細
に
論
じ
た
ア
ン
ト
ワ

i
ヌ、

(7) 

l
の
研
究
が
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、

一
八
世
紀
に
こ
の
訴
願
審
査
官
職
に
就
任
し
た
人
々
に
つ
い
て
、

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
的
手
法
に
よ
り
、

そ
の
特
質
を
具
体
的

に
見
て
い
き
た
い
。

訴
願
審
査
官
の
前
歴
と
そ
の
職
務

訴
願
審
査
官
は
、
広
く
官
職
保
有
者
、

と
い
う
の
も
訴
願
審
査
官
就
任
者
に
は
、

就
任
資
格
と
し
て
最
高
諸
法
院

85ωω
。
S
O
S
-ロ
2
と
り
わ
け
高
等
法
院
司
ω
ユO
B
O
E
の
、
王
要
官
職
(
評
定
官

8
5巳
口
角
や
主
席
検
事

買
。

2
5己吋
mmDmg-、
次
席
検
事
告
。

g
仲
間
含

mg-
な
ど
)
を
六
年
以
上
勤
め
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
彼
ら

そ
れ
も
高
位
の
司
法
官
た
ち
の
な
か
か
ら
徴
募
さ
れ
る
。

の
前
歴
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
大
多
数
が
司
法
官
職
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
七

O
一
年
以
降
革
命
ま
で
の
あ
い
だ
に
こ
の

の
べ
三
九
六
名
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
二
六
名
が
パ
リ
高
等
法
院
の
評
定
官
職
を
経
て
い
る

官
職
に
就
任
し
た
者
は
、

(
全
体
の
五
七
、

ト
ゥ
ル
ー
ズ
な
ど
地
方
高
等
法
院
の
評
定
官
(
合
計
で

一
%
、
平
均
就
任
年
齢
は
二
一
、
六
歳
)
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
メ
ッ
ス
や
ボ
ル
ド
ー
、
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五
四
名
)
、
最
高
諸
法
院
の
ひ
と
つ
で
あ
る
大
評
定
院
の

E
E
n。ロ
ω巳
-
の
評
定
官
(
五

O
名
)
、
同
じ
く
パ
リ
租
税
法
院

g
R
号
ω
包
仏

g
の

評
定
官
(
一
二
一
名
)
な
ど
の
司
法
官
職
を
経
験
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
最
高
諸
法
院
に
お
い
て
司
法
官
僚
と
し
て
の
経
歴
を
積
ま
な
い
か
ぎ

り
、
訴
願
審
査
官
へ
の
途
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
特
異
な
発
達
を
と
げ
た
官
職
売
買
制
度
の
も
と
に
あ
っ
(
也
、
官
職
の
売
買
は
、
本
来
売
り

こ
の
仕
組
み
は
極
言
す
る
な
ら
ば
、
全
く
の
素
人
が
た
だ
た
だ
そ
の
官
職
を
購

手
と
買
い
手
の
あ
い
だ
で
自
由
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

入
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
官
僚
機
構
に
参
画
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
官
僚
シ
ス
テ
ム
の
機
能
性
が

こ
う
し
た
事
態
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
王
権
は
、
そ
の
歯
止
め
と
し
て

各
官
職
の
取
得
に
際
し
て
の
年
齢
や
経
歴
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
資
格
要
件
を
各
種
の
王
令
に
よ
っ
て
設
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

損
な
わ
れ
る
危
険
を
不
断
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

明
確
に
定
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
関
門
を
段
階
を
踏
ん
で
ク

リ
ア
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
将
来
訴
願
審
査
官
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
大
学
法
学
部
で
法
学
士
位
を

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
訴
願
審
査
官
職
の
獲
得
を
望
む
者
た
ち
に
対
し
て
も
、

取
得
す
る
こ
と
、
法
院
付
き
弁
護
士
と
し
て
二
年
間
の
研
修
期
間
を
過
ご
す
こ
と
、
評
定
官
職
に
就
く
時
に
は
二
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

の
際
評
定
官
任
用
試
験
も
実
施
さ
れ
る
)
、
先
述
の
ご
と
く
訴
願
審
査
官
に
就
く
た
め
に
は
事
前
に
評
定
官
な
ど
の
主
要
司
法
官
職
に
六
年
以
上 そ

在
職
し
た
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
資
格
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
訴
願
審
査
官
へ
の
就
任
年
齢
は
、

も
っ
と
も
若
い
場
合
で
も
満
三

O
歳
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
訴
願
審
査
官
職
に
就
い
た
人
々
は
、
実
際
に
こ
れ
よ
り
は
る
か
に

若
く
し
て
そ
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
実
際
に
は
訴
願
審
査
官
と
な
っ
た
者
の
な
か
に
、
司
法
官
と
し
て
の
経
歴
が
文
字

通
り
名
目
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
人
聞
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
訴
願
審
査
官
の
平
均
就
任
年
齢
は
、
二
八
、

(
日
)

八
歳
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
平
均
値
で
あ
り
、
現
実
に
は
三
九
六
名
中
実
に
二
七
二
名
(
六
八
、

七
% 

が
三

O
歳
未

満
に
し
て
訴
願
審
査
官
職
に
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

免
除
す
る
各
種
の
免
除
状
宮
門
片
足
母
島
名

2
2
を
公
然
と
し
か
も
頻
繁
に
付
与
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
運
用
の
実
態

こ
れ
は
、

王
権
が
一
方
で
資
格
制
限
を
課
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
ら
の
資
格
要
件
を
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は
、
な
に
も
訴
願
審
査
官
志
願
者
の
場
合
だ
け
に
特
有
に
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
当
時
の
官
職
売
買
制
度
下
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
、

こ
う
し
た
免
除
状
交
付
に
よ
っ
て
、
王
権
の
側
も
か
な
り
の
手
数
料
収
入
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
現
実
的

側
面
も
無
視
で
き
な
い
。

ポ
ワ
テ
ィ
エ
、

カ

l
ン
の
地
方
長
官
職
を
歴
任
す
る
こ
と
に
な

の
ち
に
モ
ン
ト

l
パ
ン
、

(
日
)

る
フ

l
コ
l

Z目
。
。
]
虫
守

ω3F
司
C
己

g
c
p
は
、
自
身
の
回
想
録
の
な
か
で
こ
う
し
た
免
除
状
取
得
が
さ
も
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
か
の
よ
う
に

た
と
え
ば
、

ベ
ア
ル
ン
、

記
し
て
い
る
。
彼
は
、

一
六
七
一
年
大
評
定
院
の
次
席
検
事
職
を
購
入
し
た
の
で
あ
る
が
(
価
格
は
九
万
七
千
リ

l
ヴ
ル
)
、

そ
の
時
の
免
除
状

取
得
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
平
然
と
述
べ
て
い
る
。
「
四
月
二
二
日
、
私
に
年
齢
資
格
免
除
状
が
交
付
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
職
務
(
次
席

検
事
職
)
に
就
く
に
は
三

O
歳
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
私
は
二
八
歳
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
」
(
括
弧
内
は
筆
者
て
さ
ら
に
、

(
日
)

は
訴
願
審
査
官
職
獲
得
時
に
お
い
て
も
再
度
免
除
状
発
行
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

フ
l
コ
l

一
八
世
紀
後
半
に
ボ
ル
ド
ー
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
の

カ

l
ン、

地
方
長
官
を
歴
任
し
た
エ
マ
ン
ガ

l
ル

h
gュg
m，

sz。
町
田
宮
巳

EEHWωBmgmω
立
は
、
大
評
定
院
評
定
官
に
二
二
歳
で
就
任
す
る
た
め

に
年
齢
資
格
免
除
状
を
申
請
し
、
ま
た
一
七
六
一
年
五
月
彼
が
二
五
歳
の
時
に
訴
願
審
査
官
職
を
前
任
者
ガ
ニ
ャ
・
ド
ゥ
・
ロ
ン
ニ
注
目

ω
a
B

H
b
c貯
の
山
間
口
巳
号
円
。
口
問
ロ
ω
ー
か
ら
購
入
し
た
際
に
は
、
年
齢
お
よ
び
在
職
期
間
規
定
の
免
除
状
を
申
請
し
、

て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
直
ち
に
交
付
を
受
け

こ
う
し
て
多
少
の
無
理
を
重
ね
て
で
も
訴
願
審
査
官
職
を
手
に
入
れ
た
人
々
は
、
国
王
諮
問
会
議
h
o
ロ
ω
め
口
合

g-
や
そ
の
隷
下
の
事
務
部

門
の
新
進
の
実
務
官
僚
と
し
て
、
王
国
行
政
の
実
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
も
専
門
化
の
進
行
す
る
国
王
諮
問
会
議
の
う
ち
、
内

務
、
財
務
、
司
法
の
各
諮
問
会
議
に
お
い
て
特
定
の
案
件
に
関
す
る
報
告
者

S
七
℃

2
Z
R
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む

権
担
当
者
、

こ
れ
ら
の
会
議
に
は
財
務
総
監

g
ロ可
O
F日
間

E
m
g
]
舟
ω出
E
R
g、
国
務
卿

2
Q
m
g
-
5
仏
両
片
山
片
な
ど
の
時
の
政

さ
ら
に
は
国
王
自
身
が
臨
席
し
て
お
り
、
そ
の
場
こ
そ
が
自
ら
の
才
識
を
披
涯
し
そ
の
歓
心
を
獲
得
す
る
た
め
の
格
好
の
機
会
と

上
で
重
要
と
な
っ
た
。

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
部
内
の
財
務
問
題
を
担
当
す
る
各
種
委
員
会
・
部
局
に
正
規
メ
ン
バ
ー
と
し
て
所
属
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
っ
た
。
将
来
地
方
長
官
や
国
務
評
定
官
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
人
々
は
、
こ
れ
ら
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
い
く
つ
も
兼
任
す
る
こ
と
で
、
日
々
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の
業
務
か
ら
貴
重
な
経
験
と
必
要
な
知
識
を
獲
得
し
、
漸
次
そ
の
人
柄
を
上
司
た
ち
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
王
国
政
府
部
内
で

の
こ
う
い
っ
た
実
務
経
験
の
蓄
積
、
才
識
の
函
養
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
願
審
査
官
た
ち
の
一
部
に
は
さ
ら
な
る
次
の
ス
テ
ッ
プ
、
す

な
わ
ち
地
方
長
官
へ
の
昇
進
の
途
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
行
政
官
僚
的
な
職
務
は
、

一
八
世
紀
の
訴
願
審
査
官
た
ち
の
活
動
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
彼
ら
は
、

本
来
の
職
務
で
あ
る
司
法
官
と
し
て
の
任
務
も
併
せ
て
勤
め
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
訴
願
審
査
官
は
、

王
国
役
人
の

第
一
人
者
た
る
大
法
官

S
2
2ロ
q
の
補
佐
役
と
し
て
彼
の
吏
務
を
補
弼
し
、
国
璽
の
押
印
の
際
に
は
大
法
官
に
随
伴
し
て
助
二
一
一
口
を
与
え
た
。

ま
た
大
法
官
主
宰
の
司
法
顧
問
会
議
に
お
い
て
は
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
。
さ
ら
に
、
宮
内
府
役
人
が
関
与
す
る
よ
う
な
特
殊

な
訴
訟
を
主
と
し
て
管
轄
し
て
い
た
宮
内
裁
判
所

F
五
忠
広
ω

己
己
己

oz-は
、
主
席
検
事
、
次
席
検
事
を
除
け
ば
す
べ
て
訴
願
審
査
官
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
し
、
大
評
定
院
の
部
長
評
定
官
官
芯
ω
E
O丘
の
八
ポ
ス
ト
お
よ
び
院
長
七
月

B-q
胃
e
E
o
E
の
職
は
、

一
七
三
八
年
以
降

訴
願
審
査
官
に
留
保
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
訴
願
審
査
官
は
、
行
政
面
の
み
な
ら
ず
、

司
法
面
に
お
い
て
も
多
様
な
活
動
領
域
を
有
し
て

い
た
わ
け
で
あ
り
、

こ
う
し
た
司
法
官
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
も
、
彼
ら
自
身
の
経
歴
に
と
っ
て
貴
重
な
実
務
経
験
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、

王
権
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
の
行
政
と
司
法
の
は
な
は
だ
し
い
未
分
化
と
い
う
現
実
も
相
侯
っ
て
、
訴
願
審
査
官
と
い
う

王
権
に
忠
実
で
い
か
な
る
局
面
に
で
も
投
入
で
き
る
、
ま
こ
と
に
使
い
勝
手
の
良
い
手
駒
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

一
握
り
の
官
僚
集
団
が
、

は
想
像
に
難
く
な
い
。訴

願
審
査
官
の
就
任
年
齢
と
官
職
価
格

訴
願
審
査
官
と
い
う
官
職
は
、
前
述
の
ご
と
く
売
官
職
で
あ
り
、

し
か
も
か
な
り
高
額
な
部
類
に
入
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
官
職
の
も
た

ら
す
社
会
的
威
信
は
高
く
、
ま
た
そ
の
取
得
者
に
世
襲
し
う
る
貴
族
の
位
と
、

そ
れ
に
伴
な
う
免
税
な
ど
の
諸
特
権
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
か
ら
、

こ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
を
熱
望
す
る
人
々
に
事
欠
か
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
手
始
め
に
、

訴
願
審
査
官
の
就

任
状
況
に
つ
い
て
、

一
八
世
紀
の
訴
願
審
査
官
の
就
任
年
齢
を
、

一O
年
ご

【表

1
】

そ
の
時
代
的
な
変
化
を
見
て
お
き
た
い
。
次
頁
の

lま

と
に
区
切
っ
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
訴
願
審
査
官
就
任
者
の
平
均
年
齢
は
、
二
八
、

八
歳
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
就
任

年
齢
が
時
代
を
追
う
に
し
た
が
っ
て
ど
う
変
化
す
る
か
を
示
す
と
、

代
か
ら
一
七
二

0
年
代
に
お
い
て
は
訴
願
審
査
官
の
就
任
年
齢
は
、

【
グ
ラ
フ

1
】
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
、
つ
に
、

一
七

O
O
年

比
較
的
高
い
値
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
が
、

一
七
三

0
1
四
0
年
代
に
か

け
で
は
一
転
し
て
か
な
り
急
速
な
低
年
齢
化
を
こ
う
む
る
の
で
あ
る
。

に
い
た
っ
て
い
る

つ
い
で
一
七
五

O
年
以
降
は
、
就
任
年
齢
が
再
度
上
昇
に
転
じ
て
革
命

(
革
命
直
前
の
一
七
八

0
年
代
に
就
任
し
た
訴
願
審
査
官
た
ち
の
平
均
年
齢
は
、
二
九
、
九
歳
)
。

こ
の
グ
ラ
フ
は
、

ブ
リ
ュ
シ
ュ
の
研
究
で
示
さ
れ
た
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
職
の
価
格
変
動
の
パ
タ
ー
ン
、

お
よ
び
訴
願
審
査
官
職
の
価
格

変
動
パ
タ
ー
ン
と
あ
る
程
度
相
関
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
ず
、

ブ
リ
ュ
シ
ュ
の
パ
リ
高
等
法
院
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

パ
リ
高
等
法
院
評

定
官
の
価
格
は
一
七
二

0
年
代
に
急
落
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
下
落
の
主
た
る
原
因
は
、
「
ロ

l
の
シ
ス
テ
ム
」
崩
壊
が
惹
起
し
た
経
済
的
社

会
的
な
動
揺
と
、
王
権
と
高
等
法
院
が
激
し
い
対
立
を
繰
り
返
し
た
挙
げ
句
、
後
者
が
地
方
へ
追
放
さ
れ
る
と
い
っ
た
政
治
的
緊
張
の
な
か
で
、

官
職
が
本
来
も
っ
て
い
た
資
産
と
し
て
の
安
定
性
、
安
全
性
に
疑
問
が
生
じ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
第
二
の
原

因
と
し
て
は
、
こ
の
直
前
の
時
期
に
ノ
ア
イ
ユ
公
〔
宮
内
含

Z
S
E
g
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
摂
政
政
府
が
、
累
積
す
る
国
家
債
務
解

消
の
た
め
冗
官
の
整
理
お
よ
び
官
職
の
俸
給
官
唱
を
切
り
下
げ
る
措
置
に
出
た
た
め
に
、
投
資
対
象
と
し
て
の
官
職
の
魅
力
が
減
じ
た
点
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
三
の
要
因
と
し
て
は
、
高
等
法
院
そ
れ
自
体
の
権
威
の
低
下
に
つ
い
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
裁
判
移
送
雪
宗
主
甘
口
に
よ
っ
て
、
重
要
な
訴
訟
が
し
ば
し
ば
高
等
法
院
か
ら
国
王
諮
問
会
議
へ
と
移
管
き
れ
た
た
め
に
高
等
法
院

の
社
会
的
威
信
と
影
響
力
の
低
下
を
招
き
、
こ
れ
が
官
職
価
格
の
下
落
と
い
う
か
た
ち
で
表
面
に
現
れ
て
く
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
さ
ら
に

第
四
の
要
因
と
し
て
、
同
一
家
門
聞
の
官
職
の
占
有
が
進
行
し
て
い
っ
た
結
果
、
官
職
の
新
規
購
入
候
補
者
が
売
却
者
の
近
親
者
に
限
定
さ
れ

て
い
く
傾
向
に
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
両
者
の
あ
い
だ
で
優
待
価
格
(
低
価
格
)

そ
れ
ゆ
え
官
職
価
格
自
体
を
下
落
さ
せ
た

が
合
意
さ
れ
て
、

84 44号お茶の水史学



【表 1】訴願審査官の年代別就任年齢

年代 年齢: 件数 別T A MR e 
B CE 

1700 29.3 32 29.6 19 28.7 ' 13 10 。
1710 30.5 66 26.3 . 24 32.9 42 18 ' a 

1720 29.9 43 27.6 ' 15 31.1 28 10 ' 
1730 27.4 37 ' 26.9 . a 

17 27.7 20 13 
1740 26.5 43 25.8 24 27.4 

l 

19 17 ' 
' 

1750 28.6 43 27.7 19 29.3 
B 

24 12 ' 
' 

1760 29.3 48 29.8 17 29.1 
a 

31 4 
' 

1770 27.5 51 26.1 17 28.1 ' 34 6 t 

a 

1780 29.9 33 34.7 ' 3 29.4 30 。
' 

総計 28.8 396 27.5 ' 155 29.6 241 90 目

項目[年齢]は、当該年代に訴願審査官に就任した全員の就任時の平均年齢を示
す。また[件数]はその人数を示す。 [INT]は、当該年代の訴願審査官のうちで
地方長官に昇進した者(項目 [A]はその人数)の平均年齢を示す。 [MR]は、地
方長官にならなかった訴願審査官(項目 [8]はその人数)の平均就任年齢を示す。
[cEHま、当該訴願審査官のなかで国務評定官に昇進した人数を示す。

歳

31 

30 

29 

28 

27 

26 

【グラフ 1】 訴願審査官の平均就任年齢

29.9 

1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 
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(
お
)

と
い
う
指
摘
も
検
討
す
る
に
値
し
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
複
合
的
な
理
由
か
ら
一
七
二

O
年
に
は
一
一
万
五
千
リ

l
ヴ
ル
の
値
を
付
け
て
い
た
評
定
官
職
は
、

五
年
後
の
一

七
二
五
年
に
は
四
万
四
千
五
百
リ

l
ヴ
ル
ま
で
価
格
を
下
落
さ
せ
、
そ
の
後
も
反
騰
す
る
こ
と
な
く
四
i
五
万
リ

l
ヴ
ル
と
い
っ
た
低
い
値
の

ま
ま
世
紀
半
ば
ま
で
推
移
し
て
い
語
。
当
時
の
官
職
価
格
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
地
方
尚
書
局
の
国
王
書
記
官
職
招
'

Q
E
5含
月
三
が
一
八
世
紀
を
通
じ
て
価
格
が
急
上
昇
し
て
い
る
よ
、
フ
(
問
、
そ
の
変
動
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

カf

の
官
職
価
格
が
、

一
七
二

O
年
あ
た
り
を
境
に
し
て
総
じ
て
急
落
す
る
傾

一
八
世
紀
に
は
司
法
官
系
列
(
法
服
系
)

(
お
)

向
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、

つ
ぎ
に
、
訴
願
審
査
官
の
官
職
価
格
が
、

こ
の
時
期
ど
の
よ
う
に
変
動
し
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
同
官
職
の
売
買
価
格

に
つ
い
て
、

サ
ン
プ
ル
と
し
て
使
う
こ
と
の
で
き
る
数
値
は
き
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
価
格
の
変
動
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
大
ま
か
な

推
定
し
か
な
し
え
な
い
が
、

そ
れ
で
も
そ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
動
き
は
、
前
述
の
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
の
こ
う
む
っ
た
価
格
の
動
向
と
ほ
ぼ

パ
ラ
レ
ル
な
か
た
ち
で
推
移
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
願
審
査
官
の
価
格
は
、

一
六
六
五
年
に
上
限
価
格
と
し
て
公
定
き

れ
た
一
五
万
リ

l
ヴ
ル
か
ら
徐
々
に
上
昇
を
つ
づ
け
、

一
七
一
五
年
に
は
二

O
万
リ

l
ヴ
ル
、

七

一
六
八
九
年
に
は
一
八
万
リ

l
ヴ
ル
、

一
七
四
八
|
五

O
年
に
は
七
万
九
千
l
八
万
二
千
リ

l
ヴ
ル
に
ま
で

値
を
下
げ
て
お
り
、
結
局
一
七
五
二
年
に
一

O
万
リ

l
ヴ
ル
に
固
定
さ
れ
て
い
説
。
訴
願
審
査
官
職
が
本
来
司
法
官
職
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
他
の
司
法
官
系
列
の
そ
れ
に
倣
っ
た
価
格
変
動
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

二
年
に
は
二
二
万
リ

l
ヴ
ル
を
つ
け
た
が
、

そ
の
後
一
転
し
て
急
落
し
、

こ
の
間
訴

願
審
査
官
職
の
価
格
が
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
の
そ
れ
の
約
二
倍
と
い
う
高
水
準
を
維
持
し
続
け
て
い
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
【
グ
ラ
フ

1
】
の
示
す
と
こ
ろ
の
一
七
三

0
1
四
0
年
代
の
就
任
年
齢
の
低
年
齢
化
は
、
こ
う
し
た
パ
リ
高
等
法

院
評
定
官
や
訴
願
審
査
官
の
価
格
変
動
と
連
動
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
願
審
査
官
官
職
の
価
格
下
落
は
、
そ
れ
だ
け

投
資
価
値
の
減
少
を
意
味
し
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
購
入
に
二
の
足
を
踏
ん
だ
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
官
職
に
さ
ほ
ど
魅
力
を
感
じ
な
く
な
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っ
た
者
す
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
、

そ
れ
ま
で
訴
願
審
査
官
職
が
高
価
過
ぎ
て
手
の
届
か
な
か
っ
た
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
価
格
下
落
は
彼
ら
に
当
該
官
職
獲
得
へ
の
途
を
聞
く
福
音
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
な
官
職
価
格
の
変
動

状

況

を

勘

案

す

る

と

、

四

0
年
代
は
、
訴
願
審
査
官
職
を
獲
得
し
た
か
っ
た
人
々
、
最
高
諸
法
院
の
官
職
に
ま
で
た
ど
り
着

一
七
三

0
年
代
、

き
、
さ
ら
に
次
の
階
梯
へ
の
上
昇
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
は
、
他
の
時
期
に
比
べ
そ
の
希
望
を
実
現
し
や
す
か
っ
た
時
期
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
訴
願
審
査
官
職
を
比
較
的
容
易
に
手
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
、
就
任
年
齢
の
低
下
と
い
う
現
象
と
し
て
表
出
し
て
い

こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
当
時
の
官
職
売
買
の
実
態
を
把
握
し
、
訴
願
審

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

査
官
職
の
需
要
と
供
給
、
す
な
か
ち
誰
が
ど
う
い
う
理
由
で
こ
の
官
職
を
売
り
に
出
し
、
誰
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
か
を
、
個
々
の
官
職
ご
と

に
追
跡
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

訴
願
審
査
官
へ
の
就
任
状
況

そ
れ
で
は
次
に
、
訴
願
審
査
官
へ
の
就
任
状
況
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
分
析
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
訴
願
審
査
官
の
官
職
数
に
つ
い
て
み

て
お
く
と
、

そ
の
数
は
一
六
世
紀
半
ば
以
降
徐
々
に
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

一
五
八
五
年
に
は
五
一
、

一
六
八
九
年

一
五
五
三
年
に
は
わ
ず
か
二

O
ほ
ど
で
し
か
な
か
っ
た
訴

願
審
査
官
の
ポ
ス
ト
は
、

一
六
六
一
年
に
は
七
こ
ま
で
増
加
し
、

一
六
七
四
年
一
月
の
王
令
で
八

O
、

一
一
月
の
王
令
で
最
多
の
八
八
を
数
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
後
一
七
五
二
年
八
月
に
再
度
八

O
、
さ
ら
に
一
七
八
七
年
一
一
月
に
は
六
七
に
ま

で
減
ぜ
ら
れ
て
い
る
(
一
七
八
九
年
一
月
王
令
で
八

O
に
復
帰
)
。
ま
た
、
俸
給
と
し
て
年
一
二

O
O
リ
l
ヴ
ル
が
支
給
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ

の
官
職
価
格
に
比
し
て
高
額
と
は
い
え
ず
、
主
た
る
収
入
源
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
は
他
の
売
官
職
と
同
様
で
あ
っ
(
問
。
む
し
ろ
、
各
種
委
員
会

の
正
規
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
で
支
給
さ
れ
る
各
種
の
手
当
て
や
国
王
年
金
が
彼
ら
に
と
っ
て
望
み
う
る
有
力
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
が
o

な

お
、
訴
願
審
査
官
は
、
売
官
職
で
あ
る
か
ら
毎
年
の
官
職
税
号
己
片
山
口
ロ
ロ
巴
(
官
職
公
定
価
格
の
六

O
分
の
一
)
を
支
払
う
か
ぎ
り
任
期
と
い
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う
も
の
は
な
く
、
所
有
者
本
人
が
そ
の
官
職
を
手
放
さ
な
い
か
ぎ
り
望
む
が
ま
ま
に
在
職
で
さ
る
こ
と
に
な
る

Q

実
際
、
訴
願
審
査
官
に
な
っ

て
か

問
。

と
こ
の
ポ
ス
ト
い
居
溜
り
、
そ
れ
以
上
の
地
位
の
変
動
を
こ
う
む
ら
な
い
入
も
か
な
れ
ソ
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

O 

が
何
に
起
思
す
る
の
か

(
能
力
な
し
と
み
な
さ
れ
た
か
、
有
力
者
の
不
興
を
買
っ
た
の
か
、
あ
る
い
辻
本
人
が
そ
れ
以
上
の
立
身
を
望
ま
な
か

っ
た
の
か
)

は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
彼
ら
は
訴
願
審
査
官
と
し
て
平
然
と
そ
の
ポ
ス
ト
を
占
め
て
つ
づ
け
て
い
た
。
王
権
の
側
も
こ
う
し
た

「
役
に
立
た
な
い
」
人
物
を
排
除
せ
ず
に
在
職
さ
せ
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
「
使
え
る
」
人
物
た
ち
を
駆
使
し
さ
ら
に
は
地
方
長
官
、
国
務
評

そ
の
手
足
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
訴
願
審
査
官
八

O
余
名
の
な
か
に
す
ら
、
こ
う
し
た
区
分
が
自
ず
と
生
じ
て
い
た

定
官
へ
と
昇
進
さ
せ
て
、

の
で
あ
る
。
ま
た
、
訴
願
審
査
官
は
、

地
方
長
官
と
し
て
地
方
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
所
有
す
る
一
昨
願
饗
査
官
職
を
す

ぐ
さ
ま
売
っ
に
出
す
こ
と
は
な
く
、
訴
願
審
査
官
を
兼
職
し
た
ま
ま
地
方
長
官
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う

に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
官
職
売
巽
制
度
に
起
因
す
る
当
時
の
官
僚
制
約
皮
の
安
定
性
、
効
率
の

出
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

き
て
、
次
東
の

{表
2
}

さ
、
あ
る
い
は
壌
の
深
さ
を
見

カf

し
て
い
る
よ
う
心
訴
難
審
査
官
は
、
年
ご
と

は
、
一
昨
類
審
査
官
の
年
次
別
就
任
数
の

で
あ
る
。
こ
の

の
就
任
件
数
に
か
な
り
の
振
躍
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

一
八
世
紀
を
通
じ
て
毎
年
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
議
募
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
に

ぷ
は
十
人
以
上
が
こ
の
官
識
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ソ
、
こ
の
間
新
規
任
用
が
ゼ
ロ
だ
っ
た
年
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
国
王
政
府
は
、
そ
の
実
務
官
僚
集
毘
内
に
毎
年
幾
人
か
の
新
人
を
迎
え
入
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
{
表

1
}
お
よ
が
{
表

2
}
を
詳
絡
に
み
て
み
る
と
、
一
七
一

0
年
代
に
訴
願
審
査
官
職
を
取
得
し
た
人
数
(
合
計
六
六
人
)
が
、
他
の
時
期
に
比

べ
て
か
な
り
多
い
こ
と
が
目
を
引
く
。
と
り
わ
け
一
七
一
五
年
以
降
の
数
年
間
に
、
多
数
の
人
々
が
訴
願
審
査
官
に
新
規
採
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
一
七
一
入
年
に
は
八
名
、
一
七
一
九
年
に
は
実
に
一
九
名
、
一
七
二

O
年
に
は
八
名
と
、
こ
の
三
年
間
同
だ
け
で
三

五
名
も
の
新
人
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
続
く
一
七
二
二
年
に
も
一
二
名
が
こ
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
新
人
の

よ
っ
て
数
人
ず
つ
、
多
い

加
入
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
持
期
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
時
期
に
辻
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

か
ろ
う
じ
て
こ
れ
と
比
肩
し
う
る
年
は
、
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【表2】訴願審査官の年次別就任数

、，，，、•• 
，，、•• 
，，、•• 
，，.、
I

，
，
、
.
，
F

、，，，、、』，，、』，，、‘
.J'.

、.，，，、.，，，、.，，，、.，，，、.，，，、.，，，、
E

，，.、
l

，、•• 
，，、•• 
，，、•• 
，
，
、

.
E

，、.，，，、.，，，、.，，，.、‘.，
F

、.a
，，、，
F

、
.• 

，，
 

Z
一

3
1
1
1一
4

1

2

3

7

1

一

1

2

1

2

2

1

1

一

2

1

3

1

1

2

1

2
一

2
1
1
4

こ
-

4

1

i

;

t

J

t

A

，t
i

t

J

t

i

〉
t
i
J
i
、，
I

J

t

i

;

t

i

〉
l

v

t

i

t

J

1

4

1

i

、，
l
J
l
i
A
i
t
'
t
J
I
J
I

T-ETE
，
，
、
‘
.
，
，
、
、
.
，
，
、
‘
.
，
F

、‘.，，‘、‘.，，、.，，、.，
F

、.，
F

、.z
，
，
、
.
，
F

、‘.，，、.，
F

・、.，，、‘，，，、
.2

，，、‘，，，、‘』，、，，，、‘.，，‘、‘.，，、‘，，，、
E
，，、‘』，、.，，，、，，，、
.2

，，、‘.，，、.，，、、.，
t
、‘.，，、‘.，，、、.，
F

、‘E，，、、，，
F

U

1

2

3

2

2

2

J

3

3

2

1

2

2

0

1

一
5

1

1

3

1

3

1
一2
1
2
2
1
2
1
4
3
1
2
ι
1
4
1
3
5

H
H
U

，t
1

i

t

、，
t
、，
t
、，，
E
B
i
-
-
，t
、，，
t
i
‘、，
t
、
，
，
1
唱

I
J
t
E
J
'
a
、，，‘、，
E
‘、，，‘、
J't
、，，‘、，
t
E
，，E
、，
a
‘、，，‘、，，、、，
a
‘、，
t
、，i
‘、，
I
1
'
'
t
、，，‘、
F

，‘、，，‘、，，‘、，，‘、，，
t
、

J

-

-

M

.

，，，.‘、

齢

一

0
1
5
0
0
4
0
3
5一
2
4
7
5
5
3
5
3
4
4一
5
Y
4
6
8
D
6
0
5一
3
0
5
5
5
8
0
5
2
0一
0
2
7
o
l

i

-

-

-

:

・

E
Z
/
8
6
1
7
0
0
7
5・3
1
5
4
7
5
3
0
8
3
・2
1
6
9
0
5
8
6
6・8
4
4
6
6
6
9
5
8
5・7
5
5
9
7

A
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2一
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3一
3
3
2
2
3
2
2
2
3一
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2・
2
2
2
2
2

+
ヤ
一

1
u
n
U
守
，
司

4
1
i
t
A
G
o
-
U
1
u
A
7
Q
J
R
3
1
J
司

ゐ

《

J
1
v
A斗

Q
O
O
Y
0
0・
司
ム
司
''B

ベザロ
O
P
3
司
ム
弓
】
司
''M

司，

h
-
A『

1
v
A『
司
，
&
司

4
4
J
A『

A『

q
J
A斗
・
今

J
五
u
t
J

ベu
o
o

h

w

r

i

-

-

咽

E

A

-

-

E

A

'

一

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0一
1
2
3
4
6
7
8
9
0一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0一
1
2
3
4
5

戸ヒ
o
u
o
u
n
u
n
u
o
u
O
U
A
U
Q
U
O
U
1且
γ
1
1
A
1且

1
A
1
A
唱

i

1
且

t且

t
a
司
ゐ
一
司
&
司
ヰ
司
，

h
司
企
吋
中
ヴ
』
句
ゐ
う
-
ー
に

q
J
1
J
1
v
q
U
1
U
1
v
司

3
1
J
勾

3

A叩一
A『
イ
『

A『

A守

A
『

噌

E
a
-
-
a
t且

4・A
4
B
E
a
t
-
a
t且

4
E
A
'
i
噌

I
f
-
-
1
1且

t
i
t
i
-
-
a
t
-
-
A
1且

4BEa----4EE--EEat-A

・I
・-
A
1
A
t
i
t
i
t
a
-
-
a
t且

4EA--且

1
・・
4・a
t
a
唱

E
A
-
-
A
1
A
-
1
A
1且

4・i
t
a
-
-
a

年件数年齢 INT CE 
1746 2 35.5 (1) 
1747 2 25.0 (1) (1) 
1748 3 23.7 (1) 
1749 8 24.6 (8) (6) 
1ブ~_Q_ _ _ ~ _ _ _ _ _ _~t?)__ ー_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Jl_. 
1751 7 25.4 (1) 
1752 2 25.0 
1753 5 24.0 (4 ) 
1754 4 24.3 (1) (2) 
1755 6 26.8 (4) (2) 
1756 2 27.0 (2) (2) 
1757 4 28.5 (3) (1) 
1758 5 33.5 (2 ) 
1759 6 37.2 (3) (1) 
1ブタJ1...2-- ー _}~~Q_____(U ーー __(~L.
1761 5 29.4 (2) (1) 
1762 5 26.4 ( 1) 
1763 1 25.0 (1) 
1764 4 27.8 (3) 
1765 7 34.3 (5 ) (1 ) 
1766 7 30.0 (1 ) 
1767 5 29.4 (2) (1) 
1768 6 30.0 (1 ) 
1769 4 28.0 
177見--ー生ーーーー_~~._~_ _ _ _ _ (l) _ _ _ _(1) _. 
1771 2 23.0 (2) 
1772 10 25.9 (2) 
1773 4 32.5 (2 ) 
1774 6 27.5 (1) 
1775 14 30.1 (5) 
1776 4 27.3 (1) 
1777 3 26.7 (2) 
1778 2 28.5 
1779 4 22.3 
178θ2 22.0 
17瓦f..8--..ち;万-----ur-
1782 3 32.7 
1783 3 37.3 
1784 4 29.0 
1785 5 27.4 
1786 5 28.2 
1787 3 31.7 
1788 2 29.0 
1789 3 35.0 (1 ) 
総計 396 28.8 (155) (90 ) 

項目[件数]はその年に新たに訴願審査官に就任した人数を、[年齢]はその平均就
任年齢を示す。 [INT]は、当該年次に就任した訴願審査官のなかで地方長官に昇
進した人数、 [CE]は、同じく国務評定官に昇進した人数を示す。

(5 ) 
(2) 
(1) 

(3 ) 
(1) 

(1) 
(1 ) 
(3 ) 

(2 ) 、‘.，，
4
・且，，z

・、

、‘.，
F

4EA 
，，E
、

89 フランス絶対王政における訴願審査官のフ。ロソボグラフィ



七
七
二
年
(
一

O
名)、

(
お
)

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

一
七
七
五
年
(
一
四
名
)

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
、

こ
の
一
七
一

0
年
代
後
半
に
訴
願
審
査
官
職
に
就
い
た
人
々
、
就
中
一
七
一
九
年
に
こ
の
職
を

え
た
一
九
名
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
こ
の
時
期
の
訴
願
審
査
官
に
焦
点
を
当
て
る
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
が
第

一
線
の
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
時
期
が
、

地
方
長
官
を
要
と
す
る
王
国
行
政
機
構
が
も
っ
と
も
充
実
し
、
有
効
に
機
能
し
た
と
さ
れ
る
時
期
と

ち
ょ
う
ど
重
な
り
合
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
シ
ュ
の
地
方
長
官
デ
テ
ィ
ニ

l
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
ま
た
ル
イ
一
五
世

期
の
地
方
長
官
全
般
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
ボ
ル
ド
は
、
地
方
長
官
制
の
最
盛
期
を
一
七
一
五
年
か
ら
一
七
五

O
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
、
地
方
行
政
の
総
覧
者
と
し
て
の
地
方
長
官
の
存
在
が
強
固
に
確
立
さ
れ
、
各
管
区
に
お
い

て
彼
ら
へ
の
崇
敬
と
そ
の
権
威
が
非
常
に
高
ま
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。

一
七
世
紀
前
半
の
地
方
長
官
制
導
入
期
に
は
、

地
方
の
在
地
権
力
構
造

へ
の
閲
入
者
、
抑
圧
者
と
し
て
憧
れ
ら
れ
、

「
卑
し
い
平
民
」
と
蔑
ま
れ
た
彼
ら
は
、

一
八
世
紀
前
半
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
地
方
統
治

ま
た

の
推
進
者
、
国
王
の
代
理
人
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
る
だ
け
の
実
力
と
安
定
性
を
保
持
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

七一

0
年
代
後
半
に
訴
願
審
査
官
に
な
っ
た
人
々
は
、

こ
の
最
盛
期
に
王
国
行
政
の
中
枢
を
担
っ
た
人
々
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

な
ぜ
一
七
一

0
年
代
後
半
に
訴
願
審
査
官
の
大
幅
な
入
れ
替
え
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

一
六
八
九
年
八

八
に
増
設
さ
れ
て
よ
り
、
訴
願
審
査
官
の
官
職
数
は
一
七
五
二
年
ま
で
変
動
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

イ
一
四
世
死
去
後
の
政
治
的
社
会
的
な
状
況
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
一
七
一
五
年

九
月
ル
イ
一
四
世
が
死
去
す
る
と
、
財
務
総
監
、
国
務
卿
、
財
務
監
察
官

E
Z
E
S円
借
ω
出

E
R
g、
商
工
務
監
察
官

E
Zロ
門
古
巳
巳
ロ

(
お
)

g
B
E
q
Bと
い
っ
た
前
王
治
世
下
で
国
家
運
営
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
役
職
が
廃
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
国
王
諮
問
会
議
に
か
わ
っ
て
摂
政
オ

ル
レ
ア
ン
公
己
宮
門
目
。
ユ

m
m
g
を
首
班
と
す
る
新
設
の
摂
政
会
議
わ
。
ロ
湾
出
品
。
何

m
m
B
2
が
、
国
政
の
全
権
を
掌
握
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
隷
下
に
は
財
務
、
軍
事
、
海
事
、
宗
務
な
ど
七
つ
の
評
議
会
が
設
置
き
れ
て
個
別
問
題
の
処
理
に
あ
た
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
多
元
会
議
体
制
(
ポ

リ
シ
ノ
デ
ィ
℃
♀
ヨ
ヨ
5
任
命
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
イ
一
四
世
の
遺
言
を
破
棄
す
る
と
い
っ
た
強
引
な
手
法
で
樹
立
さ
れ
た
体
制
で
あ
り
、

90 44号お茶の水史学
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イ
一
四
世
治
世
期
に
押
き
え
込
ま
れ
て
い
た
反
絶
対
主
義
的
な
大
貴
族
た
ち
が
、
失
わ
れ
た
国
政
へ
の
参
画
権
を
再
び
取
り
戻
そ
う
と
画
策
し

て
成
立
を
み
た
復
古
的
な
体
制
で
、
合
議
に
よ
る
集
団
指
導
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
構
成
を
見
て
み
れ
ば
、
摂
政
会
議
や
各
評
議

会
に
は
サ
ン
H

シ
モ
ン
公
己

5
号
∞
包
巳
・
巴
B
O
D
を
初
め
と
す
る
名
門
貴
族
(
同
輩
衆
己
C
2
2
富山吋
ω)
、
枢
機
卿
な
ど
の
高
位
聖
職
者
、
元

こ
の
体
制
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
王
国
行
政
の
担
い
手
た
ち
が
す
べ
て
放
逐
さ
れ
た
と
い
う
わ

帥
ら
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

け
で
は
決
し
て
な
い
。
財
務
総
監
や
国
務
卿
の
ポ
ス
ト
こ
そ
空
位
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
国
王
諮
問
会
議
は
機
能
を
停
止
し
た
が
、
他
方
で
新

設
の
各
評
議
会
に
は
か
な
り
の
数
の
国
務
評
定
官
、
訴
願
審
査
官
が
実
務
担
当
者
と
し
て
配
置
き
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

の
多
元
会
議
制
度
は
、
大
貴
族
ら
の
合
議
に
よ
る
政
策
決
定
が
企
図
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
会
合
で
の
議
論
は
百
出
し
て
収
拾
が
つ
か
ず
、
す

ぐ
に
そ
の
無
能
力
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
実
態
は
、
財
務
評
議
会
な
ど
一
部
の
部
門
を
除
き
、
総
じ
て
時
局
に
対
応
す
る
迅
速
な
政

策
を
立
案
し
実
行
す
る
と
い
う
期
待
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、

一
七
一
八
年
頃
か
ら
中
央
の
統
治
機
構
は
順
次
旧
に
復
し
、
財
務
総

監
・
国
務
卿
ら
が
新
た
に
任
命
さ
れ
、
国
王
諮
問
会
議
を
中
心
と
す
る
ル
イ
一
四
世
時
代
の
統
治
機
構
が
再
建
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
新
人
が
訴
願
審
査
官
の
地
位
を
獲
得
し
た
時
期
は
、
多
元
会
議
体
制
の
確
立
と
そ
の
崩
壊
期
と
ち
ょ
う
ど
合
致
す
る

の
で
あ
り
、

の
導
入
で
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
投
機
に
狂
奔
し
た
時
期
に
も
当
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

さ
ら
に
く
わ
え
て
「
ロ

l
の
シ
ス
テ
ム
」

ル
イ
一
四
世
の
死
去
と
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
政
権
掌
握
と
い
う
政
治
的
変
動
は
、

そ
れ
ま
で
の
高
官
た
ち
の
あ
い
だ
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
保

護
被
保
護
関
係
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
化
さ
せ
る
に
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
社
会
的
、
経
済
的
、

政
治
的
な
変

動
の
な
か
で
、

一
方
で
訴
願
審
査
官
職
を
失
う
者
が
現
れ
、
他
方
で
新
た
な
人
々
が
同
官
職
の
獲
得
に
成
功
し
た
と
推
量
し
う
る
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
前
半
の
王
国
行
政
シ
ス
テ
ム
を
安
定
な
ら
し
め
た
行
政
官
僚
群
の
一
翼
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い

そ
し
て
彼
ら
が
、

な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

?-

、ー・
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四

訴
願
審
査
官
集
団
の
事
例
|
一
九
年
グ
ル
ー
プ

こ
こ
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
一
七
一
九
年
に
訴
願
審
査
官
に
な
っ
た
一
九
人
(
一
九
年
グ
ル
ー
プ
と
仮
称
す
る
)
に
焦
点
を
当
て
、

の
経
歴
な
ど
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
る
こ
と
で
、
当
時
の
行
政
官
僚
の
具
体
像
を
提
示
し
て
み
た
い
。

そ
の
主
要
経
歴
を
ま
と
め
た
も
の
が
【
表

3
】
で
あ
る
。

一
九
年
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、

こ
こ
に
は
、
ま
っ
た
く
名
を
知
ら
れ
て
い
な
い
人

物
が
い
る
一
方
で
、
政
治
家
、
官
僚
と
し
て
の
赫
実
た
る
閲
歴
を
誇
る
人
物
も
散
見
さ
れ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
パ
リ
警
視

(

幻

)

(

必

)

総
監
一
一

2
Z
S
E
m
m
D
m
s
-
P
H
)。]片
o
p
H
)向日
ω
、
陸
軍
卿
(
任
一
七
四
三
l

一
七
五
七
)
と
し
て
活
躍
し
た
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
(
⑭
)
や
、

た
と
え
ば
、

地
方
長
官
と
し
て
諌
腕
を
振
る
っ
た
こ
と
が
国
王
の
目
に
留
ま
り
財
務
総
監
(
任
一
七
五
四
|
一
七
五
六
)

ェ
ル
(
⑬
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
の
後
を
襲
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
パ
リ
警
視
総
監
を
務
め
た
エ
ロ

l

(

⑬

)

や

、

(

⑬

)

も

そ

の

名

を

知

ら

れ

た

存

在

と

に
昇
っ
た
モ
ロ

l
・
ド
ゥ
・
セ
シ

し司

っ

て
も
よ
いリ
でモ
あ l
ろジ
つ竺ユ

ボ
ル
ド
ー
の
地
方
長
官
と
し
て
活
躍
し
た
オ
べ

l
ル
・
ド
ゥ
・
ト
ゥ
ル

ま
ず
初
め
に
、
各
人
の
前
歴
に
つ
い
て
み
て
み
れ
ば
、
本
稿
第
一
章
で
す
で
に
確
認
し
た
傾
向
が
こ
こ
に
も
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ

し
か
も
そ
の
数
は
十
九
名
中
十
四
名
と
き
わ
め
て
多
い
。
他

ち
、
彼
ら
の
大
多
数
は
、

パ
リ
高
等
法
院
の
評
定
官
ポ
ス
ト
を
経
験
し
て
お
り
、

の
人
々
の
う
ち
四
人
は
大
評
定
院
評
定
官
の
出
身
で
あ
り
、

モ
ロ

l
・
ド
ゥ
・
セ
シ
ェ
ル
一
人
だ
け
が
メ
ッ
ス
高
等
法
院
評
定
官
の
出
身
で
あ

る
。
な
お
、

こ
れ
ら
最
高
諸
法
院
の
評
定
官
に
な
る
前
に
、

シ
ャ
ト
レ
裁
判
所

hgz-2
の
次
席
検
事
告
。

g門

門

E
B
-
職
を
「
腰
掛
け
」

よ
う
に
経
て
い
る
者
が
み
ら
れ
る
点
も
留
意
し
て
お
き
た
い
(
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
就
任
時
二

O
歳
前
後
で
あ
る
)
。

ま
た
、
彼
ら
の
な
か
で
評
定

官
の
法
定
年
齢
で
あ
る
二
十
五
歳
に
満
た
ず
し
て
就
任
し
て
い
る
事
例
は
枚
挙
に
暇
な
く
、
な
か
に
は
十
代
で
こ
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
て
い
る

ケ
ー
ス

(
②
⑫
)
す
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
、
フ
し
て
み
る
と
、

二

O
代
後
半
や
三

O
代
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
こ
れ
ら
評
定
官
職
に
就
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任
し
た
人
々
に
対
し
て
は
、

(ω) 

い
か
に
も
昇
進
レ

l
ス
に
出
遅
れ
た
よ
う
な
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
訴
願
審
査
官
職
へ
の
就
任
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

一
九
人
の
任
官
し
た
月
は
、
二
月
か
ら
一
二
月
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
な
か

で
も
二
月
と
一
二
月
に
は
各
四
名
ず
つ
が
就
任
し
て
い
て
、
そ
の
多
き
が
目
に
つ
く
。
と
く
に
一
二
月
に
は
、
ほ
ぽ
一
週
間
の
う
ち
に
四
人
(
同

が
新
た
に
訴
願
審
査
官
の
社
団
へ
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
就
任
年
齢
は
、

一
月
日
に
二
人
ず
つ
)

ロ
シ
ニ
ョ

が
と
も
に
二
一
歳
と
極
端
に
若
く
(
こ
の
二
人
は
前
職
の
評
定
官
就
任
も
非
常
に
早
か
っ

た
て
そ
れ
以
外
の
人
々
も
た
い
て
い
が
二

O
歳
代
で
就
官
し
て
お
り
、
任
官
時
三

O
歳
を
越
え
て
い
る
者
の
ほ
う
が
む
し
ろ
少
数
で
あ
る
こ
と

/レ

と
ビ
ニ
ョ
ン
・
ド
ゥ
・
プ
ラ
ン
ジ

(
⑫
)
 

(
②
)
 

が
は
っ
き
り
一
京
さ
れ
て
い
る
(
平
均
就
任
年
齢
は
二
八
、

四
歳
。

そ
の
う
ち
三

O
歳
以
上
は
五
名
の
み
)
。
必
然
的
に
、
彼
ら
の
多
く
が
国
王
か

ら
資
格
制
限
免
除
状
を
取
得
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
訴
願
審
査
官
の
地
位
ま
で
た
ど
り
着
い
た
人
々
は
、

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
か
ら
大
き
く
ふ
た
つ
の
路
に
分
か
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ

ち

ひ
と
つ
は
さ
ら
に
上
級
の
ポ
ス
ト
へ
と
昇
進
し
て
い
く
路
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
訴
願
審
査
官
の
地
位
に
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
と
ど
ま
っ

て
生
涯
を
終
え
る
路
で
あ
る
。
前
者
に
と
っ
て
は
、
訴
願
審
査
官
の
ポ
ス
ト
は
、

そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
到
達
点
で
は
な
く
、
単
に
通
過
ポ
イ
ン
ト

ー
確
か
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
は
あ
る
が
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
年
グ
ル
ー
プ
も
、
例
外
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
前
者
の
路
を
た
ど

っ
た
人
々
は
、

ほ
ぼ
す
べ
て
が
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ
、

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
を
離
れ
て
各
管
区
へ
と
赴
任
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、

地
方
長

官
の
職
は
、
売
官
職
で
は
な
く
国
王
が
自
由
に
任
免
で
き
る
直
轄
官
僚
で
あ
り
、
委
任
状
に
明
記
さ
れ
た
強
力
か
つ
広
範
な
監
督
権
限
を
付
与

(
日
)

さ
れ
て
、
全
国
三

O
余
の
管
区
に
ひ
と
り
ず
っ
派
遣
さ
れ
た
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
長
官
の
選
任
母
体
は
事
実
上
訴
願

(
日
)

そ
の
占
有
率
は
実
に
九
割
を
越
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
に
訴
願
審
査
官
と
な
っ
た
三
九
六
名
の
う
ち
、
地
方
長
官

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
訴
願
審
査
官
と
い
え
ど
も
そ
の
半
数
は
、
地
方
長
官
と
な
る

審
査
官
で
あ
り
、

に
昇
進
し
え
た
も
の
は
一
五
五
名
(
三
九
、

一%)

こ
と
な
く
そ
の
地
位
に
終
生
留
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
年
グ
ル
ー
プ
で
こ
の
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
一
九
人
中
一

O
人
で
あ
り
(
②
⑨
⑬
⑫
⑬
⑬
⑬
⑬
⑪
併
)
、
最
も
若
く
し
て
こ
の
ポ

フランス絶対王政における訴願審査官のフ。ロソポグラフィ93 



寸 4

σコ

h

W

3

 
州
ザ
同
四
ぷ

N
Q
持
品

1 7 1 9年任官の訴願審査官(1 9名)

No. 人名 原綴 生年| 前歴 MR任官 A 地方長官管区 昇進先 B 

1 ミドルジユ Mydorge (Ni∞lぉ 1681 iパリ高等法 9・02・02137! -

Francois) I (22) 

2 ロシニョル

3 オリエ・ドゥ・
Robert) 1(18) i Lyon(53) 

Olier de Touquin (Jean 11695 大評定院評 9・02・08123 ー
トゥカン PhiJibert) →大法官府 l 

2) 

60 4 ルノー RegnauIt (Alexandre 1679 パリ高等法院評定官 1719-02-22 39 

Omer) (31) 

5 jレ・フエロン Le Feron (Je四 Baptiste 16995211|(パパ20)リリ高等丞院評定官 1719-03-081231- 1- --139 
Maximilien) ! (20) 

6 ルヌアール・ド
ウ・ヴィラィエ

7 ル・ペルァイ
エ・ドゥ・ラ・

ω評7(119定}1f→官高パ等。リ3法)高扇等評法逗院官 8i |ー l | 一品セ
エルタモン・

ドゥ・シャズレ

9 パジョ・ドゥ・
ノズロ (Pierre) I (20)→パリ高等法院 Montauban(33)， 

評定官(22) ! Orleans( 49) 

【表3】



【表3]1 7 1 9年任官の訴願審査官(1 9名)

No. 人名 原綴 生年 1 前歴 MR任官 IA 地方長官管区 昇進先 B 

13 モロー・ドゥ・ Moreau de SecheIles 1690 iメッス局等法院評定 1719-10・13129 Hainaut(36)， 名誉訴願審査官(42)→半期 70 

セシェル (Jean) 官(29) Flandre(52) 国務評定官(52)→財務総監

14 7ルジャンソン
(64)→常任国務評定官(リ64警) 

68 Voyer de Paulmy，comte 11696 シャトレ裁判所次席 1 1719・11・17 231Tours附 パリ警視総監(22)→パ

イ白 d'A屯enson(Pierre Marc 検事(20)→パリ高等 Pa巾 (43) 視総監(25)[再任]→半期国
法院評定官(22) 務評定官(32)→大評定院院

長(42)→常任国務評定官(4

3)→陸軍卿(46)

ISエロー l - パリ警視総監(34)→半期面司五

務評定官(39)→名誉訴願審

16ラォンタニゥ l 半期国務評定官(45)→大評ーー

定院院長(50)→名誉訴願審

査官(56)→常任国務評定官
(66) 

17フルマン・ド 名誉訴願審査官(54) 1 81 

ウ・レヴィニャ

-タルエ ) 

項目 [A]は、訴願審査官就任年齢を、項目 [B]は、死亡時の年齢(享年)を示す。
項目 [MR任官]は、訴願審査官に就任した年月日を示す(本表はこの項目によってソートされている)。
項目[前歴] [昇進先]の括弧内の数値は当該官職就任時の年齢を示す。
項目[地方長官管区]は、任命された地方長官管区を示し、括弧内の数値は就任年齢を示す。

γ
ト
ト
'
、
ν
h
h

ト
ロ
。
ト

G
抑
制
楠
岡
崎
世
川
崎
士
刑
判
け
一
者
同
有
国
惜
U
円
入
小
ト

日コ
σコ



ス
ト
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
で
あ
る

(
ト
ウ
ー
ル
管
区
、
着
任
時
二
四
歳
)
。
ま
た
、
前
述
の
オ
べ

l
ル
・
ド
ゥ
・
ト
ゥ
ル
ニ

96 

は
、
ま
ず
リ
モ

l
ジ
ュ
の
地
方
長
官
と
し
て
蝋
燭
や
織
物
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

l
ル
を
設
置
し
、
都
市
リ
モ

l
ジ
ュ
の
広
場
、
大
通
り
な
ど

を
整
備
・
美
化
し
た
こ
と
で
名
を
馳
せ
、

昼
の
別
な
く
仕
事
に
没
頭
し
、
国
王
広
場
、
新
た
な
街
区
、
今
な
お
彼
の
名
を
冠
す
る
遊
歩
道
な
ど
を
創
る
と
い
っ
た
治
積
を
上
げ
、

紀
後
半
の
開
明
官
僚
の
ひ
と
り
と
し
て
令
名
を
誕
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ル
マ
ン
・
ド
ゥ
・
レ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ン
(
⑪
)
は
、
ア
ラ
ン
ソ
ン
の
地

方
長
官
と
し
て
一
七
二
六
年
か
ら
一
七
六
六
年
ま
で
実
に
四

0
年
間
務
め
た
こ
と
で
名
を
知
ら
れ
、
ル
・
グ
ラ
・
デ
ュ
・
リ
ュ
ア

l
ル
(
⑬
)

は
、
国
王
諮
問
会
議
隷
下
の
諸
部
局
・
委
員
会
で
活
発
に
活
動
し
、
数
多
く
の
委
員
会
で
報
告
者
を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
ル
シ
ヨ
ン
の
地
方
長

官
職
を
射
止
め
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
方
長
官
に
は
選
任
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
長
期
に
わ
た
り
財
務
監
察
官
を
務
め
た
ル
・
ペ
ル

(
⑦
)
も
、
彼
ら
昇
進
組
の
範
曙
に
入
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
第
二
の
任
地
ボ
ル
ド
ー
で
は
、

「
公
共
善

E
B
宮
E-25」
の
実
現
を
真
撃
に
希
求
し
て
夜
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テ
ィ
エ
・
ド
ゥ
・
ウ
セ

こ
れ
ら
昇
進
組
は
、

さ
ら
に
上
級
の
ポ
ス
ト
で
あ
り
国
王
の
側
近
と
し
て
絶
大
な
威
信
を
う
る
こ
と
の
で
き
る

国
務
評
定
官
に
昇
進
す
る
こ
と
も
期
待
し
え
た
(
七
名
、
⑦
⑫
⑬
⑭
⑬
⑬
似
て
さ
ら
に
モ
ロ
1
l

・
ド
ゥ
・
セ
シ
ェ
ル
の
よ
う
に
財
務
総
監
に
ま

で
登
り
つ
め
る
場
合
や
、
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
の
よ
う
に
国
務
卿
の
一
角
に
座
を
占
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
野
心
あ
る
訴
願
審
査
官

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
位
こ
そ
手
に
入
れ
る
こ
と
を
望
み
う
る
最
高
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
は
別
に
、
訴
願
審
査
官
に
な
っ
て
か
ら
ま
っ
た
く
地
位
が
変
動
し
な
い
人
々
も
数
多
く
存
在
し
た
。
彼
ら
は
、

地
方
長
官
を
務
め
て
の
ち
、

訴
願
審
査
官
の
ま
ま
非
常
に
長
く
在
任
し
、
多
く
の
場
合
そ
の
ま
ま
生
涯
を
終
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
九
年
グ
ル
ー
プ
の
中
で
こ
の
路
を
進

ん
だ
の
は
八
名
で
あ
る
(
①
③
④
⑤
⑥
⑧
⑪
⑬
)
。

と
く
に
訴
願
審
査
官
に
就
任
し
た
の
が
一
ニ

O
歳
代
と
遅
か
っ
た
人
々
に
こ
の
傾
向
が
顕
著
に

現
れ
る
よ
、
つ
で
あ
る
。

で
死
去
す
る
ま
で
、

で
訴
願
審
査
官
と
な
っ
た
ミ
ド
ル
ジ
ュ

(ω) 

四
O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
そ
の
地
位
に
留
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
な
に
ゆ
え
に
昇
進
組
と
残
留
組
の
あ
い
だ
の
か
く
も
明

た
と
え
ば
、
三
七
歳
と
い
う
「
高
齢
」

(
①
)
 
lま

一
七
六
四
年
五
月
八
二
歳

瞭
な
対
照
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
訴
願
審
査
官
獲
得
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
威
信
と
名
誉
に
当
人
が
満



そ
れ
以
上
の
立
身
を
望
ま
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
王
や
閣
僚

た
ち
に
才
識
を
評
価
さ
れ
ず
、
登
用
き
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。
な
か
で
も
、
政
府
の
各
部
局
・
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の

足
し
(
あ
る
い
は
訴
願
審
査
官
獲
得
に
全
精
力
を
使
い
果
た
し
て

活
動
を
い
っ
さ
い
せ
ず
に
、
宮
内
裁
判
所
な
ど
で
の
司
法
官
と
し
て
の
職
務
の
み
に
従
事
し
た
よ
う
な
人
々
に
は
、
昇
進
の
可
能
性
が
ほ
と
ん

た
と
え
名
門
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
、
訴
願
審
査
官
の
ま
ま
で
留
ま
る
場
合
も
あ
る
。
ル
・
テ
リ
エ
(
⑪
)

の
一
円
で
あ
る
が
、
彼
は
三
六
歳
で
訴
願
審
査
官
に
な
っ
て
よ
り

ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

は
、
著
名
な
ル
・
テ
リ
エ

(
陸
軍
卿
、
大
法
官
)
、

ル
l
ヴ
ォ
ワ

(
陸
軍
卿
)

七
O
歳
で
そ
の
地
位
を
退
く
ま
で
、
三
四
年
余
を
一
訴
願
審
査
官
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
位
)

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
訴
願
審
査
官
職
は
売
官
職
で
あ
る
が
故
に
誰
に
で
も
そ
の
獲
得
の
可
能
性
が
聞
か
れ
て
い
た
が
、
王
権
の
期
待
に

応
え
る
だ
け
の
才
識
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
彼
ら
の
そ
れ
以
上
の
栄
進
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
財
務
総
監
を
初
め
と
す

る
上
役
、
時
に
は
国
王
自
身
に
よ
っ
て
訴
願
審
査
官
の
選
別
が
行
わ
れ
、
経
験
の
な
い
者
、
才
覚
の
乏
し
い
者
は
、

日
々
の
吏
務
の
中
で
簡
に

掛
け
ら
れ
、
除
外
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
訴
願
審
査
官
と
い
う
絶
対
王
政
期
の
中
核
を
担
っ
た
官
僚
に
つ
い
て
、

そ
の
諸
様
相
を
見
て
き
た
。
重
複
を
恐
れ
ず
に
述
べ
る
な

ら
ば
、

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
統
治
機
構
に
お
い
て
、
本
来
官
職
保
有
者
で
あ
り
な
が
ら
訴
願
審
査
官
は
、
国
王
政
府
の
実
務
を
一
手
に
引
き

受
け
、
政
府
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
の
調
査
と
報
告
、
審
議
に
従
事
し
上
役
た
ち
の
日
常
的
な
考
課
を
受
け
な
が
ら
、
自
ら
の
才
識
、
経

験
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
研
鎖
を
積
ん
だ
上
で
、
彼
ら
の
一
部
は
、

地
方
長
官
に
選
任
さ
れ
て
各
管
区
へ
と
赴
任
し
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
願
審
査
官
か
ら
地
方
長
官
へ
の
抜
擢
に
は
、
本
人
の
識
見
、
経
験
、

さ
ら
に
は
忠
誠
心
と
い
っ
た

「
新
し
い
」
要

因
を
高
く
評
価
す
る
と
い
っ
た
、
近
代
的
な
官
僚
制
の
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
メ
リ
ッ
ト
ク
ラ
シ
ー
へ
の
志
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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実
際
に
お
い
て
も
こ
う
し
て
選
抜
さ
れ
た
地
方
長
官
に
は
、
確
か
に
そ
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
有
能
か
つ
熱
心
な
人
材
が
輩
出
し
、

王
国
行
政

を
一
身
に
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。

訴
願
審
査
官
の
う
ち
の
一
部
の
人
々
が
、
地
方
長
官
を
初
め
と
す
る
高
位
行
政
官
僚
へ
と
昇
進
し
て
き
ら
び
や
か
な
活
躍
を
刻
印
す
る
一
方

で
、
反
対
に
、
静
か
に
ま
っ
た
く
目
立
た
ず
に
、
一
生
を
訴
願
審
査
官
の
ま
ま
終
え
る
人
々
も
ま
た
多
数
存
在
し
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た

い
。
彼
ら
の
静
諭
な
生
活
は
、
た
と
え
ば
高
等
法
院
評
定
官
の
ル

l
テ
ィ
ー
ン
を
繰
り
返
す
静
的
生
活
と
似
通
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

効
率
一
辺
倒
の
考
え
方
で
あ
れ
ば
、

こ
う
し
た
あ
ま
り
「
使
え
な
い
」
官
僚
た
ち
を
養
っ
て
お
く
こ
と
は
、
確
か
に
無
駄
の
よ
う
に
思
え
る
が
、

一
定
の
優
秀
な
人
材
を
若
い
司
法
官
層
の
中
か
ら
あ
ら
か
じ
め
掬
い
上
げ
プ
ー
ル
し
て
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
登
用
す
る
と
い
う
訴
願
審
査

官
の
任
用
シ
ス
テ
ム
は
、
官
職
売
買
制
度
の
強
固
な
安
定
性
を
う
ま
く
逆
手
に
取
っ
た
巧
妙
な
運
用
方
法
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
般
に
、

官
職
売
買
制
度
の
弊
害
の
み
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
売
官
職
で
あ
る
が
ゆ
え
の
制
度
運
用
上
の
優
位
性
、
利
便
性
と
い
っ
た
も
の
に

も
っ
と
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
本
稿
で
あ
っ
か
い
き
れ
な
か
っ
た
課
題
を
挙
げ
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
、
官
職
売
買
制
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
官
職
売
買
に
つ
い
て
は
ム

l
ニ
エ
の
古
典
的
研
究
を
初
め
と
し
て
多
く
の
研
究
が
著
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
官
職
の
売
買

の
実
態
に
迫
っ
た
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
訴
願
審
査
官
に
関
し
て
い
え
ば
、
約
八

O
の
官
職
が
ど
の
よ
う
に
売
買
、
譲
渡
、
あ
る
い

は
世
襲
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
逐
一
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
官
職
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

官
職
の
移
動
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ペ
ン
の
貴
族
ロ
。

zgω
め(目。

E
1己
目
。
」
と
呼
ば
れ
る
行
政
官
僚
た
ち
の
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

一
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
生
じ
た
地
方
長
官
を
初
め
と
す
る
統
治
機
構
の
急
速
な
弱
体
化
、
劣
化
現
象
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う

大
き
な
課
題
が
あ
る
。
安
定
を
誇
っ
た
地
方
長
官
制
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
王
権
と
高
等
法
院
と
の
不
断
の
衝
突
、

ま
た
、

モ
l
プ
l
の
改
革
と
そ
の

嵯
朕
と
い
っ
た
政
治
的
動
揺
の
な
か
で
、
徐
々
に
そ
の
権
威
を
蝕
ま
れ
て
い
く
。

そ
し
て
こ
う
し
た
変
化
は
、

地
方
長
官
や
そ
の
母
体
で
あ
る
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以

も
っ
と
も
若
く
し
て
訴
願
審
査
官
に
就
任
し
た
の
は
、

ロ
・
ド
ゥ
・
シ
ャ
イ
ユ
〉
旦
旦

R

T
古
ロ
〉
ロ
号
〉
日
巴
♀

(UF巴
--oc
で
あ
り
、
若
干
一
八
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
三
人
が

一
九
歳
で
、
二
二
人
が
二

O
歳
で
訴
願
審
査
官
職
に
就
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
禁
令
を
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の

内
実
を
平
然
と
失
わ
し
め
る
よ
う
な
施
策
の
融
通
無
碍
き
、
あ
る
い

は
無
原
則
性
は
、
当
時
の
王
権
の
諸
政
策
に
色
濃
く
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
社
会
の
ひ
と
つ
の
特
質
を
な
し

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(
ロ
)
諸
資
格
の
免
除
状
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
揚
弘
氏
の
一
連
の
高
等

法
院
司
法
官
研
究
に
詳
し
い
。
免
除
状
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
揚
弘
『
フ

ラ
ン
ス
の
法
服
貴
族
一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
」
、
同
文

舘
、
一
九
九
四
年
、
六
九
|
七
二
頁
を
、
ま
た
官
職
購
入
に
か
か
る

各
種
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
同
書
七
二
|
七
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
フ

l
コ
l
に
つ
い
て
は
、
〉
巳
。
E
p
h
m
w
h。
ミ
モ
ミ
ミ
尽
き

SHU

℃
-HC
吋一同)円。コ・
0
の。己『目。
H
J
h
d柏町内ミ札。芯町内

hNmNnhNS拍
ミ
由

N
1も
も

W

H)
町三少
(UH，
国
∞

w
H
U申∞
uH)℃・
ω
H
I
E
-

フ
i
コ
l
は
錬
腕
の
地
方
長

官
と
し
て
知
ら
れ
、
と
く
に
ベ
ア
ル
ン
管
区
在
任
中
に
新
教
徒
の
強

制
改
宗
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
「
恐
る
べ
き
フ

l
コ
l
z
q
-
z
o

F
)
R
E
F」
の
異
名
を
と
っ
た
。
彼
の
採
っ
た
巧
妙
な
施
策
お
よ
ぴ

ド
ラ
ゴ
ナ

l
ド
(
竜
騎
兵
に
よ
る
新
教
徒
へ
の
無
慈
悲
な
迫
害
)
の

恐
怖
か
ら
、
ベ
ア
ル
ン
で
は
二
万
二
千
人
の
新
教
徒
の
う
ち
二
万
一

千
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
と
さ
れ
る
。
木
崎
喜
代
治
「
信
仰

の
運
命
1

フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
歴
史
』
岩
波
書
居
、
一

ア
L 

100 

h
N
C
c
qミ
ミ
s
h
同
町
同
町
志
向
合
、
日
同
町
内
唱
え
PEnsNHミ
ミ

町勺ミさリデ

Z04者

(
日
)

J12宵

5
g・

巳-
(1) 

(
8
)

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
国
制
・
制
度
に
つ
い
て
は
、

下
の
文
献
を
参
照
。
冨
。
5
E
o
n
h
g

怠
ゑ
言
足
。
喜
一
富
山
門
の
め
]

富
山
ユ
cロ
ロ
片
足
。
喝
さ
h弘、
h
h
r
h
s
h町民雲足。
s
h
p
E
司、おお
Q
G
N
h
N

N
ミ
守
立
し
代
で
旬
。
h
n
町内

~3

44号

[円色

E
℃・

5∞
仏
]
一

明円山口
m
o町
田
E
n
F
O
(
仏
門
戸
)
唱
匂
片
足
。
ミ
更
に
お
札
N
h
Cミ
ミ
九
段
骨
骨
w

司山吋

F
s
u
c一
戸
口
巳
山
口
回

m
q
(佳円
-
Y
N
)
片
足
も
お
さ
弘
、
mw
丸町内、ヘ同時
Nhなお

河
合
S

F

E
吋

F
H
S町一

E
E
3
0

∞5
5
ゆ目的
E

S
礼
ミ
キ
ミ
H

HVNhミ
凡
町
、
h
s
h
Q
m
M
H
で
。
'
H対
向
T
h
m
w
r
w
司

R

F
同

)
d
m
J
S
∞P

N
Z
E
g

一。5
1
h
m同

σ。ロ
E
-
E
Z
の
mu()吋
m
g
〈
宮
門
己
luhRN.QNRP叶
守
目

立
Qミ

h
r
E
~サミ噌柏町内乱、

h
R町
内
お
河
合
凡
さ
n
w
H
)
R
F
S吋∞
w(N。包・

5
由
∞
)
一
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
リ
ヴ
ィ
エ
H

マ
ル
タ
ン
(
塙
浩
訳
)
『
フ
ラ
ン

ス
法
制
史
概
説
』
創
文
社
、
一
九
八
四
年
。

(
9
)

訴
願
審
査
官
三
九
六
名
に
つ
い
て
の
経
歴
(
前
歴
お
よ
び
昇
進

先
)
の
分
析
は
、
筆
者
が
別
稿
に
て
簡
略
な
が
ら
行
っ
た
の
で
、
そ

ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
拙
稿
「
行
政
」
、
西
川
洋
一
編
「
比

較
国
制
史
研
究
』
(
論
文
名
、
書
名
と
も
に
仮
題
、
東
大
出
版
会
、
近

刊
)
。
ま
た
、
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
と
エ
リ
ー
ト
官
僚
』
日
本

エ
デ
ィ
タ

l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
八
年
、
も
適
宜
参
照
の
こ

と

同

)ω
ユタ
HmvNω

お茶の水史学

(
日
)
問
。
]
自
己
冨
o
c
g門
戸
ト
G
q
hミ
ミ
刊
誌
去
さ
.
S
8
5
川
町
内
ミ

』
ー
で
ミ

h
。
N
S
M
Q
N
H
W
H】

mw円F

E
お

[N。
m己・

5
ロ
]
一
オ
リ
ヴ
ィ
エ

前
掲
書
、
六
八
八
|
六
九
八
頁
。

H

マ
ル
タ
ン
、



九
九
七
年
、
一
一
九
頁
。

(H)

。。己
E
m
u
p
も
-nmH
ニ℃・
ω
品・

(
日
)
訴
願
審
査
官
職
獲
得
は
一
六
七
四
年
二
月
一
八
日
で
、
価
格
は

一
五
万
リ

l
ヴ
ル
。
こ
の
時
在
職
期
間
規
定
免
除
状
を
取
得
す
る
の

に
、
フ

l
コ
l
は
一
万
七
千
リ

l
ヴ
ル
を
支
払
っ
て
い
る
(
彼
は
、

大
評
定
院
次
席
検
事
と
し
て
二
年
一

0
カ
月
し
か
勤
務
し
て
お
ら

ず
、
六
年
以
上
の
勤
続
経
験
と
い
う
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
)
。
な
お
、
こ
れ
か
ら
わ
ず
か
一

O
日
後
に
、
彼
は
モ
ン
ト

l
パ
ン

の
地
方
長
官
に
補
任
き
れ
た
。
の
。
ロ
E
q
w
も
-RN-wH)
・2
w
ロ
-
E
H
・

(日

)
Y
2
5ロ
D
O
冨
5
8
F
h、
宮
町
さ
え
ぬ
噌
柏
町
内
号
内
定
異
的
マ
ミ
内
定
員

kv
司Nq位
。
さ
尽
き

S
同
町
H
h
N
h刊
さ
宮
仕
円
、
。
足
。
S
S
N
h
h

ミ
ミ
Hm芯札おお円

同∞
ShN時

NhQ司、叫

(
N
u
-
-
u
l
N
M刈匂
h
w
)
w
h
c
ユO
H
W
E
∞伊℃日)・
ω
c
ω
N
・
な
お
、

エ
マ
ン
ガ

l
ル
に
訴
願
審
査
官
職
を
譲
渡
し
た
ガ
ニ
ャ
は
、
地
方
長

官
や
そ
の
他
の
役
職
に
昇
進
す
る
こ
と
な
く
訴
願
審
査
官
と
し
て
二

O
余
年
を
過
ご
し
、
名
誉
訴
願
審
査
官
選
。
寺
号
待
M

M

G

室
内
N
a

psoミ
凡
さ
の
称
号
を
得
た
人
物
で
あ
っ
た
。

(
口
)
国
王
諮
問
会
議
と
そ
の
下
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
〉
丘
旦
ロ
ク

h
R

向
。
噌
岳
民

~hNNh
同
ミ
u

宮
古

-HH
∞1
N吋
N

・

(
同
)
訴
願
審
査
官
は
、
本
来
国
王
に
直
接
拝
謁
す
る
権
利
を
持
た
な

い
。
国
王
に
直
接
相
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
地
方
長
官
や
国

務
評
定
官
以
上
の
役
職
者
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
国
王
に
直
接
自
ら
の

才
識
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
は
、
各
諮
問
会
議
で
の
報
告
者
と
い
う

役
回
り
は
え
が
た
い
機
会
で
あ
っ
た
。

LS九
-wH)-Nω

吋・

(
凹
)
い
く
つ
も
の
委
員
会
に
列
す
る
こ
と
は
、
本
人
の
経
験
と
名
声

を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、
国
王
か
ら
の
年
金
・
諸
手
当
の
獲
得
と
い

っ
た
実
質
的
利
益
を
も
生
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
革
命
前
夜
ム

l
ラ
ン

の
地
方
長
官
を
務
め
た
フ

l
ロ
ン
・
ド
ゥ
・
ド
ゥ
エ
』

2
3
F
E
2
5

F
g
m
C
2
E
M
2
-
R
司
。
ロ
ロ
。
ロ
号
口
。
忠
は
、
一
七
七
五
年
訴
願
審

査
官
に
な
っ
た
直
後
か
ら
、
郵
政
局
や
通
行
税
委
員
会
な
ど
四
つ
の

部
局
に
所
属
し
て
い
る
。
な
お
、
ル
イ
一
六
世
期
の
各
種
委
員
会
メ

ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
o
Z付。
E

p

h

a

与
さ
や
お

さ
む
号
、
S
守
的
話
会
見
予
℃
司
・
ω
ピ
l
S吋・

(
却
)
目

E
n
F
p
b
m
h
H
E
ミ
お
お
民
主
礼
ど
の
ミ
ミ
札
辺
町
内
~
F
℃℃・

5
N∞
Z
N吋一

オ
リ
ヴ
ィ
エ
H

マ
ル
タ
ン
、
前
掲
書
、
八
二
五
!
八
二
六
頁
。

(
紅
)
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
財
政
家
で
財
務
総
監
に
ま
で
登
り
つ
め
る

こ
と
に
な
る
ジ
ョ
ン
・
ロ

l
r
Fロ
C
ミ
は
、
深
刻
な
不
況
と
「
貨

幣
の
不
足
」
に
悩
む
フ
ラ
ン
ス
経
済
を
立
て
直
す
た
め
、
発
券
銀
行

設
立
に
よ
っ
て
通
貨
を
大
量
供
給
し
、
そ
の
紙
幣
を
植
民
地
貿
易
拡

大
を
目
的
と
す
る
イ
ン
ド
会
社
へ
の
投
資
と
い
う
か
た
ち
で
回
収
す

る
こ
と
で
、
経
済
を
活
性
化
し
同
時
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
防
ぐ

と
い
う
経
済
政
策
を
推
進
し
た
。
そ
の
結
果
イ
ン
ド
会
社
の
株
式
は

高
騰
し
、
未
曾
有
の
株
式
投
資
ブ

l
ム
を
招
来
し
た
が
、
こ
れ
は
経

済
実
態
の
裏
付
け
の
な
い
過
剰
投
資
で
あ
り
、
一
七
二

O
年
に
株
価

は
暴
落
し
た
。
こ
の
経
済
パ
ニ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
長
ら
く
銀
行

券
や
公
信
用
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
植
え
付
け
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
ロ

l
自
身
は
、
こ
の
混
乱
の
な
か
財
務
総
監
の
任
を
解
か
れ
、

つ
い
に
は
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
窮
死
し
た
。

「ロ

l
の
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
赤
羽
裕
「
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ

フランス絶対王政における訴願審査官のフOロソポグラフィ101 



ー
ム
論
序
説
l

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
と
社
会
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
八
年
一
佐
村
明
知
『
近
世
フ
ラ
ン
ス
財
政
・
金
融
史
研
究
』

有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
、
第
四
部
。

(
幻
)
司

E
ロ
m
o
u
ロ
E
n
F
p
h
s
s
h
N史
的
同
ミ
HM
九
Nh
可
hNM4ミ
ミ
ミ
丸
町

3
5
S
Nミ
旬
。
丸
町
内
N
h
(
N
1
N
U
I
N
-
-
N
)
匂
包
ω
L
S
P
T
m即日℃・

状
の
発
行
を
も
は
や
行
わ
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
。
当
日
E

B

口
。
三
少
で
尽
き
町
内
示
・

M3Fぬ

MrNP
ミ
ぬ
も
叫
内
2

3

同
N町、主尽き
HF'

ns円
ミ
ミ
『
ミ
ミ
n
p
C
M内向。丘

¥
Z
σ
当
ペ
。
再
w
5
8
w
同)U
・5
H
l
g
N
・

(
幻
)
ル
イ
一
四
世
治
世
末
期
に
は
二
万
リ
!
ヴ
ル
程
度
で
あ
っ
た
国

王
書
記
官
職
は
、
革
命
直
前
に
は
八
万
リ
ー
ヴ
ル
に
ま
で
高
騰
し
て

い
る
。
』
omwDE
司
E
ーロ
m
o
u
m
o
]
口。
P
h
w
N
U

旬
。
ミ
吋
さ
な

h
ミ
NH凡な'

同
対
向
』
『
。
包
町
内
~
h
h
a
h町
内
芯
宮
守
色
礼
申
h
旬
。
凡
匂

]石∞∞
]
w
匂
七

-HNHlHNω
・

(
幻
)
官
職
保
有
者
に
支
払
わ
れ
る
俸
給
は
、
官
職
へ
の
投
資
に
対
す

る
利
息
、
配
当
と
い
う
意
味
あ
い
を
帯
び
て
お
り
、
そ
の
引
き
下
げ

(
こ
の
時
は
、
俸
給
を
官
職
価
格
の
四
%
に
固
定
)
は
投
資
意
欲
の

減
退
を
招
い
た
と
思
わ
れ
る
。
佐
村
前
掲
書
、
一
九
六
頁
。
な
お
、

官
職
価
格
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
佐
村
前
掲
書
、
一
六
七
|
一
六
九

頁
も
参
照
の
こ
と
。

(M)

こ
れ
は
、
当
時
の
高
等
法
院
評
定
官
た
ち
の
収
入
が
、
俸
給
の

他
に
実
際
の
裁
判
を
行
う
こ
と
で
入
っ
て
く
る
裁
判
謝
礼
守
山
の
め
に

大
き
く
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
法
院
の
威

信
低
下
は
受
審
す
る
訴
訟
数
の
減
少
を
招
き
か
ね
ず
、
そ
れ
は
官
職

か
ら
え
ら
れ
る
収
入
の
減
少
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ヴ。

』芯
s
s
s
Eミ
ミ

同
S
Q噌柏町。
F
H
V凶丘
ωw
同∞∞
cw
℃円)・吋吋
l∞吋・

(
お
)
地
方
高
等
法
院
評
定
官
を
初
め
と
し
て
、
当
時
の
官
職
の
価
格

に
つ
い
て
は
、
口
。
1
p
。も・円込町
-
u
U
H】・
5
品

lNω
∞
一
宮
。
ロ
ω巳
o
F
h
2

3
h託
宣
H
E
5
・件。
B
O
N
唱苦・
ωω
日

iωω
。・

(
却
)
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
官
職
購
入
に
は
、
実
際
の
購
入
価
格
以

外
に
も
国
庫
(
官
職
収
入
局

t
C
5
2
己

2

3
円巴

2
2
ω
5
ロ
g)
に

支
払
う
べ
き
手
数
料
や
各
種
の
税
、
諸
経
費
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
合
計
す
れ
ば
訴
願
審
査
官
官
職
購
入
に
三

O
万
リ

l
ヴ
ル
を
必

要
と
し
た
事
例
も
あ
る
。
〉
ロ
件
。
-DmwwNrぬ
向
。
器
内
民
N
h
b
h
h円弘司円】℃
-Nω
仏

Nω
日・

(
初
)
一
六
世
紀
に
お
け
る
訴
願
審
査
官
職
数
の
増
大
に
つ
い
て
は
、

何件。
F
ゅ
の
町
。
己
吋
一
戸
。
も
-nむ
-wu・N
吋∞・

(担

)
K
F
E
o
z
o
w
h
内
向
。
S
R
~
九
N
h
hミ
唱
℃
-N
良一

Z
片
O]州
F

h

a

丸
町
、
ミ
町
内
お
き
お
お
さ
的
九
号
、
SN丸
町
内
ア
℃
-
N
U

・

(
幻
)
な
お
、
グ
ル

l
ダ

l
は
、
訴
願
審
査
官
の
俸
給
額
と
し
て
一
六

0
0
リ
l
ヴ
ル
と
い
う
数
値
を
あ
げ
て
い
る
。
の

E
門目。
F
も
-npwH)
・

(
お
)
呂
0
5
E
o
p
h
g
凡
さ
刊
号
ミ
な
さ
L
O
Bめ
NW
百円)・
ωω
叶

lωω
∞・

(
お
)
度
重
な
る
高
等
法
院
の
抵
抗
に
手
を
焼
い
た
ル
イ
一
五
世
は
、

同
法
院
の
官
職
価
格
の
下
落
を
押
し
と
ど
め
る
た
め
に
も
、
一
七
五

二
年
パ
リ
高
等
法
院
の
五
つ
の
予
審
部
岳
山

E
t
z
己

2

8
告の門
2

の
う
ち
二
つ
を
廃
止
す
る
と
い
う
荒
療
治
を
行
っ
た
。
ま
た
評
定
官

職
の
価
格
を
五
万
リ

l
ヴ
ル
に
固
定
し
、
さ
ら
に
は
年
齢
資
格
免
除

Nω
∞
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(g::s) Antoine， Le Conseil du Roi， pp.235-236. 
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4ト 1<々~~'国機肱{同{nn1Íト)惟醤脚桝[日!.1..l-もやい叩~~~ν

S-4:!AJれj平二時。
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(羽) て p跡事思議制!.1やニド~' Suzanne Pillorget， Claude-

Henn' ~のJdeau de Mαrville: Lieutenant general de police 

(1740-1747)， Paris， 1978， pp.73-190. 

(事) ~;:ミ 7入や入?\入ミg !.1やニド~' Yves Combeau， Le 

comte d'Argenson; Ministre de Louis XV， Paris，立coles

des chartes， 1999. 

(苛) Jean de Viguerie， Histoi柁 etDicガonnairedu temps 

des Lumieres 1715 -1789 ，Paris， 1995， p.1215. トドロ…-

!Lt' ・斗入パ弐士~' て ='~1ト，入々留軍〈な頃トド~-tQC' 1 伊O

〈社工1.Lfl'ト命'V'¥IT{鑑Jどまミ話再主i?1ト理霊安護警なヨ:l-illR~長会
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{事) Ibid吋 pp.1033-1034.
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ト
子
、
ν
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口
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ト
な
加
者
憐
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A
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三
者
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翼
d

円
入
小
ト

的
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〈
総
〉
本
文
中
の
丸
数
字
〈

φ
@な

の
数
字
と
対
応
し
て
い
る
。

(
持
)
た
だ
し
、
モ
ロ

l
-
ド
ゥ
・
セ
シ
ェ
ル
の
ケ

i
ス
は
若
手
特
殊

な
事
例
に
属
す
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
メ
ッ
ス
高
等
法
院
評
定
官

に
二
九
歳
と
い
う
「
高
齢
」
で
就
任
し
て
い
る
が
、
評
定
官
に
な
る

前
に
す
で
に
陸
軍
捕
ル
・
プ
ラ
ン

0
2門r
F
O
E
Sの
の
秘
書
官

話
口
先
包
お
と
し
て
の
銑
め
を
来
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
の
メ
ッ
ス

で
の
評
定
宮
勤
務
は
僅
か
に
二
ヶ
月
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
す
ぐ

さ
ま
訴
願
審
査
官
と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
じ
彼
の
司
法
官
と
し
て
の

経
歴
は
極
鴻
に
短
い
。

(
部
)
地
方
長
官
制
に
つ
い
て
誌
さ
し
あ
た
号
、
云

c
g
Z
2
w
h
a

営
的
民
芝
川
町
。
ぎ
唱

g
g
o
N
W
3・
お
仏
!
日
仏
仏
'

(
泣
)
拙
著
、
二
一
五
葉
。

(
沼
)
ち
な
み
に
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
訴
願
審
査
官
を
経
験
せ
ず
に

地
方
長
官
に
な
っ
た
も
の
は
僅
か
に
八
名
で
あ
り
、
よ
っ
て
地
方
長

官
に
対
す
る
訴
願
審
査
官
出
身
者
の
占
有
率
は
、
九
五
、
一
%
と
い

う
高
率
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
ボ
、
不
l
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
二
ハ

ニO
!
二
ハ
証
九
年
の
地
方
長
官
の
一
部
願
饗
査
官
出
身
者
比
率
は
、

一
二
八
名
中
一

0
0名
(
七
八
、
一
%
)
。
ス
メ
ド
レ
イ
持
、
ヴ
ェ
イ
ユ

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
一
四
世
泊
世
(
一
六
六
一

i
一
七
一
五
年
)

の
地
方
長
官
の
同
比
事
は
、
一
五
O
名
中
二
一
O
名
〈
八
O
%
〉
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
長
官
職
を
訴
穎
審
査
官
が
占
有

す
る
鎖
向
は
、
一
人
世
紀
に
な
る
と
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

E
n
F実
門
回
目
。
ロ
ロ
O
F
可。凡社町内向

NNn宮
崎
時
時
宮
町
送
柚
柏
町
内

lま

{表
3
}
の
項
目
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怒
号
、
川
以
内
苧
忠
実

ghN
足
お
お
立
時
二
m
N
A
i
M
m
qド

C
M
内
向
。
丘
お
叶
∞
ゆ

3
・
2
i
口
r
∞日三
-38者
巴
「
も
-RNW
七
七
・
5
H
吋

P

(
臼
)
地
方
長
官
に
昇
進
で
き
る
確
率
辻
、
実
際
に
は
さ
ほ
ど
高
く
な

く
、
そ
の
先
の
国
務
評
定
官
へ
の
速
は
さ
ら
に
険
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
一
九
年
グ
ル

i
プ
は
、
以
下
に
見
る
と
お
り
地
方
長
官
に
一
O

名
(
お
よ
び
財
務
監
察
官
に
一
名
)
、
邑
務
評
定
官
に
七
名
が
昇
進
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
の
年
の
訴
願
審
査
官
た
ち
と
比
べ
て
か
な
り

高
い
比
率
と
い
え
る
。
{
表
2
}
を
再
度
参
思
し
て
も
ら
え
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
た
と
え
ば
一
七
一
八
年
の
訴
願
審
査
官
八
名
の
う
ち
地
方

長
官
に
な
り
え
た
者
は
二
名
の
み
で
あ
る
し
、
一
七
二
O
年
と
…
七

二
四
年
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
八
名
中
窪
か
に
ひ
と
り
だ
け
で
あ
る
。

地
方
、
一
七
四
九
年
の
よ
う
に
八
名
の
訴
願
審
査
官
全
員
が
地
方
長

官
に
な
り
え
た
と
い
う
珍
し
い
事
例
も
あ
る
。

(
弘
)
も
っ
と
も
、
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
告
の
昇
進
は
、
き
わ
め
て
特
殊

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
次
席
検
事
、

パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
を
経
て
、
二
三
歳
と
い
う
若
き
で
訴
願
審
査

官
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
す
で
に
パ
リ
警
視
総
監
に
任
ぜ
ら
れ

つ
一
二
歳
、
た
だ
し
在
任
は
六
カ
月
の
み
て
い
っ
た
ん
こ
れ
を
退
い

た
の
ち
ト
ゥ

i
ル
の
地
方
長
官
(
二
沼
歳
)
を
経
由
し
て
再
度
警
視

総
監
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
若
年
の
設
が
こ
う
し
た
異
数
の
立
身
を

遊
げ
た
の
は
、
彼
が
、
右
能
な
パ
リ
警
視
総
監
、
器
噴
出
番
問
実
母

込

2
2
0山口

M

内
門
目
。
一
司
吋
山
口
わ
ぬ
と
し
て
知
ら
れ
た
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
侯

宮
凶
円
台
河
m

川
口
出
(
貯
〈
。
山

12己
m
w
H
)
芝
己

Eup
日
奇
心
C
Z
門戸w
k
r

芸
⑦
ロ
ω
。2
を

父
に
持
ち
、
ま
た
後
の
一
族
が
こ
ぞ
っ
て
当
時
の
ポ
ス
ト
を
出
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め
て
い
た
勢
力
家
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
(
彼
の
実
兄
ル
ネ
・
ル

イ
は
、
の
ち
に
外
務
卿
を
務
め
、
ま
た
そ
の
『
回
想
録
』
で
名
高
い

ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
侯
)
、
ま
た
彼
自
身
が
新
王
ル
イ
一
五
世
の
年
上
の

友
人
で
あ
り
(
一
七
一
九
年
五
月
の
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
の
結
婚
に

際
し
て
は
、
国
王
を
筆
頭
に
幾
多
の
王
族
が
結
婚
契
約
書
に
署
名
し

て
い
る
)
、
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
ら
有
力
者
か
ら
も
厚
く
庇
護
さ
れ
た

と
い
う
希
有
な
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
十
九
年
グ
ル
ー
プ
の
な

か
で
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た
社
会
的
背
景
を
持
っ
て
い
た
の
が
彼
で
あ

ろ
う
。
(
い
O
B
t
o
m
g
w
円程、江町よ℃℃・
5
1
お・

(
日
)
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
採
用
し
た
諸
政
策
は
、
宣
誓
組
合
と
高

等
法
院
の
目
の
敵
に
き
れ
た
た
め
、
彼
は
一
七
五
七
年
引
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
な
お
、
一
八
世
紀
後
半
の
開
明
官
僚
に
関
し
て
は
、

冨
2
1
2
目
。

E
Z《

F
o
Z
E
o
E
g
g
m
己
包
-mω
門目。

E
出
口
己
主
唱

〉
ロ
巳
ぬ
ロ
岡
山
mm-50》
門
古
口
ω
同
S
N
R
弘
、
貯
な
芯
凡
諸
問
向
。
更

vs企
湾
、
H

S
R
G
N
P
件。
5
0
8
W
5
2
u
℃℃・勾
l

∞
ω
・

(
日
)
こ
れ
は
、
在
任
期
間
の
長
期
化
が
進
む
傾
向
に
あ
る
地
方
長
官

の
中
で
も
非
常
に
特
異
な
例
で
あ
り
、
一
管
区
の
連
続
在
任
期
間
と

し
て
は
ル
イ
一
四
世
親
政
以
降
の
地
方
長
官
の
中
で
最
長
の
記
録
で

あ
る
。
ち
な
み
に
退
任
時
の
年
齢
は
七
九
歳
(
八
一
歳
で
死
去
)
。
拙

著
、
六
四
l
八
六
頁
。

(
日
)
一
七
二
四
年
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ
た
時
、
彼
は
実
に
一
五
の

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
八
つ
で
報
告
者
を
務
め
て

い
た
。
尤
も
、
彼
は
念
願
の
地
方
長
官
に
な
っ
た
も
の
の
、
四
年
後

に
理
由
は
不
明
な
が
ら
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
〉
E
C
E
m
y
h
h
向
。
言
及
九

円
安
旬
。
凡
w
℃℃
-N
戸
l
N
ω
N
E
O
B温

h
内
h
円VNhN」
向
き
向
き
SNHWH)
・5
N
・

(
回
)
彼
は
、
一
七
二

O
l
一
七
二
二
年
に
財
務
総
監
を
務
め
た
ル
・

ペ
ル
テ
ィ
エ
の
息
子
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
七
二
二
年
彼
は
財
務

監
察
官
の
職
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
訴
願
審
査
官
を
辞
任
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
訴
願
審
査
官
職
は
売
り
に
出
き
れ
た
と
思
わ
れ
る

O

K
F
ロ
Z
E
P
ト
n
h。
ミ
モ
ミ
ミ
尽
き
S
F
℃℃・

5
吋
尽
∞
・

(
印
)
国
務
評
定
官
に
つ
い
て
は
、

k
r
E
o
E
p
h内
向
。
お
お
と
札
ミ
同
丸
暗

℃円】・一{吋品
M
H
O
-

(ω)
〉
巳
c
E
m
y
h内

h

。Nhe町
、
抽
出
向
さ

S
N
F
H
)・5
H・

(
日
)
司
E
D
m
。
ぽ
回
]
ロ
の
F
p
h
ば
司
、
合
宮
内
包
色
遣
RNh一ひ
凡
さ
診

h皆
、
ね
え
や

ミ
ミ
円
丸
町
、
ね
え
M

S

N

E
向
。
丸
町
内
九
町
、
℃
七
-N
巴
lN
∞
N
一〉ロ円。
E
p
hぬ

h
oミ
ミ
ミ
ミ
ミ
S
F
℃・可。・

(
臼
)
あ
く
ま
で
理
論
上
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
訴
願
審
査
官
職
獲
得

に
た
ど
り
着
く
に
は
、
た
だ
購
入
代
金
を
捻
出
で
き
る
と
い
っ
た
経

済
力
だ
け
で
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
官
職
の
世

襲
が
当
然
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
縁
故
の
な
い
ま
っ
た
く
の
新

人
が
訴
願
審
査
官
職
を
手
に
入
れ
る
に
は
ほ
ん
の
僅
か
な
機
会
し
か

見
出
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
平
成
一

O
i
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(B)
『
西
欧
の
歴
史
世
界
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
(
研
究
代
表
者

東
京
大
学
桜
井
万
里
子
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学
部
人
文
科
学
科
助
教
授
)

フランス絶対王政における訴願審査官のフoロソポグラフィ105 


